
滋 賀 県 公 安 委 員 会 定 例 会 議 会 議 録 

 

第１ 日時 

   令和８年５月 28日（木）午後１時 30分～午後２時 45分 

 

第２ 出席者 

 １ 公安委員会 

   北村委員長、上田委員、髙橋委員 

 ２ 県警察 

池内本部長、荒谷警務部長、山口生活安全部長、舩越刑事部長、 

井上交通部長、和田警備部首席参事官（坂梨警備部長代理）、 

古川首席監察官、筒居警察学校長、森川情報通信部長 

 

第３ 議事の概要 

 １ 協議事項 

なし 

２ 報告事項 

(1) 令和８年４月中における情報公開請求等の状況について  

警察から、令和８年４月中における情報公開請求等の状況について書

面報告があった。 

(2) 令和８年４月末交通事故発生状況について 

井上交通部長から、令和８年４月末交通事故発生状況について報告が

あった。その際、上田委員から「交通事故による死者数は減少している

が、重傷者が増加しているため、引き続き、事故防止活動を推進された

い。」、髙橋委員から「出会い頭の交通事故が増加しているので、引き

続き、各種対策を地道に推進されたい。」、北村委員長から「飲酒運転

による悲惨な交通事故を防止するため、引き続き、交通取締りを推進さ

れたい。また見通しの悪い交差点等への各種対策も、引き続き、推進さ

れたい。」旨の発言があった。 

 

第４ 個別報告・決裁関係 

１ 報告事項 

禁止命令等の延長処分に係る審査請求の審理経過について 

総務課から、ストーカー規制法に基づく禁止命令等の延長処分について

の審査請求に関する審理経過の報告があった。 



２ 決裁関係 

(1) 運転免許行政処分について 

運転免許課から、運転免許取消処分対象事案等について、事案の内容

並びに意見聴取及び聴聞の結果の報告を受け、協議の結果、９件につい

て行政処分を決定した。 

(2) 警察署協議会委員候補者名簿について 

総務課から、警察署協議会委員の候補者名簿について説明があり、協

議の上、原案のとおり決裁した。 

(3) 公安委員会に対する苦情の申出に係る処理結果について 

総務課から、公安委員会に対する苦情の申出に係る処理結果について

説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。 

(4) 禁止命令等の延長処分に係る審査請求の裁決書について 

総務課から、ストーカー規制法に基づく禁止命令等の延長処分につい

ての審査請求に関する裁決書について説明があり、協議の上、原案のと

おり決裁した。 

(5) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に係る処分基準の制

定及び警備業法等に係る処分基準の改定について 

生活安全企画課から、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法

律に係る処分基準の制定及び警備業法等に係る処分基準の改定について

説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。 

(6) 滋賀県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規則の一部を改

正について 

交通企画課から、滋賀県公安委員会の権限に属する事務の専決に関す

る規則の一部を改正について説明があり、協議の上、原案のとおり決裁

した。 

(7) 小型無人機等の飛行に関する通報受理について 

警備課から、小型無人機等の飛行に関する通報受理について書面報告が  

あり、これを了承した。 

（以上） 


